
高圧ガス事故届に関する必要書類 

 

１ 事故届（法定様式） 

  設置者が提出する（許可書・届出書で確認してください。原則として、法人にあっては、名称、

代表者の氏名が必要になります。）。 

２ 添付書類（様式は任意） 

（１）事故の種別 

   ①噴出・漏えい   ②破裂・破損   ③火災   ④爆発   ⑤紛失・盗難 

 ⑥引張  ⑦その他（具体的に記載） 

（２）発生場所（施設の名称、所在地）、発生日時及び発見時の状況 

（３）施設の概要 

   ① 能力、使用ガス、フロー図（漏えい個所を明示）、機器の製造事業者、品名・品番、

設置年月日、容器番号、容量及び残存量、盗難紛失の場合の警察への届出の有無 

   ② 直近１年間の点検日時及びその状況 

（４）施設の管理者（委託先）の名称、担当者、連絡先 

   ※ 担当者は、本件事故について問い合わせに対応できる方にしてください。 

   ※ 修理等を管理者以外（メーカー等）に委託する場合は、その名称、担当者、連絡先も記載

してください。 

   ※ 一般ガス又はＬＰガス：ガス供給事業者（販売店）の名称及び許可番号等 

（５）事故の詳細 

   ① 事故箇所の状況（亀裂、ピンホール等）、材質、配管径、現場写真 

   ② ガスの名称、漏えい個所のガスの状況（温度、気液相の区分、圧力） 

   ③ ガスの漏えい量（フロンガスの場合は回収・充てん証明の写しを添付のこと） 

   ④ 人的・物的被害（当該機器の被害を除く）の有無、有の場合はその状況 

（６）事故発生の原因 

   ① 原因名（経年劣化、操作ミス、車両の接触等） 

   ② 事故に至った経緯・理由（耐用年数を超過して使用していた等） 

（７）対応策 

   修理の方法、再発防止策 

（８）その他（指示があった書類、説明上必要な書類） 

   例 修理に変更許可、変更届が必要な場合には、その届出の写し 

 

※ 事故が発生したら、速やかに第一報を電話連絡の上、事故詳細等についてはメールでお知らせく

ださい（わかる範囲で可）。 

※ 「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領（経済産業省内規）」の様式を利用してもかまいませ

ん（経済産業省のホームページに掲載されています。）。 

「政策について」▶「政策一覧」▶「安全・安心」▶「産業保安」▶「高圧ガスの安全」 

▶「法令・ガイドライン」の「高圧ガス保安法」▶「高圧ガス保安法等」の「告示等」 

▶「通達」の「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」 

 

 

 

 

 

東京都環境局環境改善部環境保安課防災担当  

電 話：０３－５３８８－３５４２ 

メールアドレス：S0000627（at）section.metro.tokyo.jp 

※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を
一部変更しております。お手数ですが、メール送
信の際は（at）を@に置き換えて御利用ください。 



 

ＬＰガス事故届に関する必要書類 

 

１ 事故届（法定様式） 

  設置者が提出する（許可書・届出書で確認してください。原則として、法人にあっては、名称、

代表者の氏名が必要になります。）。 

※ 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス事故が発生した場合、都道府県知事に事故報告する

義務があります。特定消費設備にあっては、従前の都道府県知事宛の事故報告に加え、事故発

生後直ちに国（産業保安監督部等）にも報告が必要です。 

 

２ 添付書類（様式は任意） 

（１）事故の種別 

   ①漏えい   ②漏えい火災   ③中毒・酸欠   ④漏えい爆発   ⑤紛失・盗難    

   ※ 事故にならないもの 

①自殺・故意・いたずら、②自然災害（固定不良による容器の流出など管理不良を伴うものを

除く。）、③カセットコンロ・カセットコンロ用容器、④ＬＰガスの漏えいがなく燃焼機器の過

熱・故障による火災（風呂の空焚き等）、⑤自動車等の飛込み 

（２）発生場所（施設の名称、所在地）、発生日時及び発見時の状況 

（３）施設の概要 

   能力、フロー図（漏えい個所を明示）、機器の製造事業者、品名・品番、設置年月日、容器番

号、容量及び残存量、盗難紛失の場合の警察への届出の有無 

（４）販売店の名称、担当者、連絡先、許可・登録番号 

   ※ 担当者は、本件事故について問い合わせに対応できる方にしてください。 

   ※ 修理をメーカー等に委託する場合は、その名称、担当者、連絡先も記載してください。 

（５）事故の詳細 

   ① 事故箇所の状況、材質、配管径、現場写真 

   ② 人的・物的被害（当該機器の被害を除く）の有無、有の場合はその状況 

（６）事故発生の原因 

   ① 原因名（経年劣化、操作ミス等） 

   ② 事故に至った経緯・理由（耐用年数を超過して使用していた等） 

（７）対応策 

   再発防止策 

（８）その他（指示があった書類、説明上必要な書類） 

 

※ 事故が発生したら、速やかに第一報を電話連絡の上、事故詳細等についてはメールでお知らせく

ださい（わかる範囲で可）。 

 

 

 
東京都環境局環境改善部環境保安課防災担当  

電 話：０３－５３８８－３５４２ 

メールアドレス：S0000627（at）section.metro.tokyo.jp 

※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を
一部変更しております。お手数ですが、メール送
信の際は（at）を@に置き換えて御利用ください。 


